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（
外
交
防
衛
委
員
会
）

実
演
及
び
レ
コ
ー
ド
に
関
す
る
世
界
知
的
所
有
権
機
関
条
約
の
締
結
に
つ
い
て
承
認
を
求
め
る
の
件
（
閣
条
第

一
〇
号

（
衆
議
院
送
付
）
要
旨

）

実
演
家
及
び
レ
コ
ー
ド
（
カ
セ
ッ
ト
・
テ
ー
プ
、
Ｃ
Ｄ
、
Ｍ
Ｄ
等
を
含
む
が
、
ビ
デ
オ
、
Ｄ
Ｖ
Ｄ
等
音
が
影
像
と
と
も
に
固

定
さ
れ
た
も
の
は
含
ま
な
い

以
下
同
じ

製
作
者
の
権
利
と
い
っ
た
著
作
隣
接
権
の
国
際
的
保
護
を
図
る
基
本
条
約
に
は

。

。
）

、

一
九
六
一
年

昭
和
三
十
六
年

に
作
成
さ
れ
た

実
演
家

レ
コ
ー
ド
製
作
者
及
び
放
送
機
関
の
保
護
に
関
す
る
国
際
条
約

（

）

「

、

」

（
以
下
「
ロ
ー
マ
条
約
」
と
い
う

）
が
あ
り
、
我
が
国
は
同
条
約
を
一
九
八
九
年
（
平
成
元
年
）
に
締
結
し
た
。

。

こ
の
条
約
は
、
近
年
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
化
及
び
デ
ジ
タ
ル
化
を
始
め
と
す
る
情
報
関
連
技
術
の
発
達
に
伴
い
、
イ
ン
タ
ー
ネ

ッ
ト
を
通
じ
て
音
楽
デ
ー
タ
等
が
世
界
中
で
容
易
に
送
受
信
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
ま
た
、
レ
コ
ー
ド
等
の
完
全
な
複
製
が
容

易
に
作
成
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
状
況
に
対
応
し
、
国
際
的
な
著
作
隣
接
権
の
保
護
シ
ス
テ
ム
の
改
善
を
図
る
こ
と
を
目
的
と

し
て
、
一
九
九
六
年
（
平
成
八
年
）
十
二
月
に
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
で
開
催
さ
れ
た
外
交
会
議
に
お
い
て
採
択
さ
れ
、
本
年
五
月
に
効

力
を
生
じ
た
も
の
で
あ
り
、
ロ
ー
マ
条
約
と
は
独
立
し
た
別
個
の
条
約
で
あ
る
。
こ
の
条
約
は
、
前
文
及
び
本
文
三
十
三
箇
条

か
ら
成
り
、
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
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一
、
こ
の
条
約
は
、
他
の
条
約
と
い
か
な
る
関
係
も
有
す
る
も
の
で
は
な
く
、
ま
た
、
他
の
条
約
に
基
づ
く
い
か
な
る
権
利
及

び
義
務
に
影
響
を
及
ぼ
す
も
の
で
も
な
い
。

二
、
締
約
国
は
、
他
の
締
約
国
の
国
民
で
あ
る
実
演
家
及
び
レ
コ
ー
ド
製
作
者
に
対
し
て
、
こ
の
条
約
に
定
め
る
保
護
を
与
え

る

「
他
の
締
約
国
の
国
民
」
で
あ
る
実
演
家
又
は
レ
コ
ー
ド
製
作
者
で
あ
る
か
否
か
は
、
ロ
ー
マ
条
約
に
定
め
る
保
護
の

。
適
格
性
の
基
準
を
準
用
す
る
こ
と
に
よ
り
判
断
す
る
。
締
約
国
は
、
ロ
ー
マ
条
約
に
定
め
る
保
護
の
適
格
性
の
基
準
の
う

ち
、
固
定
の
基
準
又
は
発
行
の
基
準
の
い
ず
れ
か
を
適
用
し
な
い
こ
と
等
の
宣
言
を
す
る
こ
と
が
で
き
る

（
我
が
国
は
、

。

保
護
の
対
象
と
な
る
他
の
締
約
国
の
レ
コ
ー
ド
製
作
者
の
範
囲
の
決
定
に
際
し
て
は
、
発
行
の
基
準
を
適
用
し
な
い
こ
と

に
つ
い
て
宣
言
を
行
う
予
定
で
あ
る

）
。

三
、
各
締
約
国
は
、
こ
の
条
約
に
お
い
て
特
に
与
え
ら
れ
る
排
他
的
権
利
及
び
後
記
七
、
の
報
酬
請
求
権
に
関
し
て
自
国
民
に

与
え
る
待
遇
を
他
の
締
約
国
の
国
民
に
与
え
る
。

四
、
実
演
家
は
、
現
に
行
っ
て
い
る
実
演
（
音
に
関
す
る
部
分
に
限
る

）
及
び
レ
コ
ー
ド
に
固
定
さ
れ
た
実
演
に
関
し
て
、

。

こ
れ
ら
の
実
演
に
係
る
実
演
家
で
あ
る
こ
と
を
主
張
す
る
権
利
及
び
こ
れ
ら
の
実
演
の
変
更
等
に
よ
り
自
己
の
声
望
を
害

す
る
お
そ
れ
の
あ
る
も
の
に
対
し
て
異
議
を
申
し
立
て
る
権
利
を
保
有
す
る
。
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五
、
実
演
家
は
、
固
定
さ
れ
て
い
な
い
実
演
の
放
送
又
は
有
線
放
送
及
び
固
定
を
許
諾
す
る
排
他
的
権
利
を
享
有
す
る
。

六
、
実
演
家
及
び
レ
コ
ー
ド
製
作
者
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、
レ
コ
ー
ド
に
固
定
さ
れ
た
そ
の
実
演
又
は
そ
の
レ
コ
ー
ド
に
つ
い
て
、

複
製
、
販
売
そ
の
他
の
譲
渡
、
公
衆
へ
の
商
業
的
貸
与
及
び
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
へ
の
ア
ッ
プ
ロ
ー
ド
を
許
諾
す
る
排
他
的

権
利
を
享
有
す
る
。

七
、
実
演
家
及
び
レ
コ
ー
ド
製
作
者
は
、
商
業
上
の
目
的
の
た
め
に
発
行
さ
れ
た
レ
コ
ー
ド
を
放
送
又
は
公
衆
へ
の
伝
達
（
有

線
放
送
等
）
の
た
め
に
利
用
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
単
一
の
衡
平
な
報
酬
を
請
求
す
る
権
利
を
享
有
す
る
。
い
ず
れ
の
締

約
国
も
、
こ
の
権
利
の
適
用
を
制
限
す
る
こ
と
又
は
適
用
し
な
い
こ
と
を
宣
言
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

上
に
ア
ッ
プ
ロ
ー
ド
さ
れ
た
レ
コ
ー
ド
は
、
商
業
上
の
目
的
の
た
め
に
発
行
さ
れ
た
も
の
と
み
な
す

（
我
が
国
は
、
①
実

。

演
家
及
び
レ
コ
ー
ド
製
作
者
は
、
放
送
及
び
有
線
放
送
に
お
い
て
商
業
用
レ
コ
ー
ド
が
直
接
利
用
さ
れ
る
場
合
に
の
み
報

酬
請
求
権
を
享
有
す
る
こ
と
、
②
留
保
を
付
し
て
い
る
国
の
国
民
を
レ
コ
ー
ド
製
作
者
と
す
る
レ
コ
ー
ド
に
つ
い
て
は
、

報
酬
請
求
権
を
当
該
留
保
の
範
囲
に
制
限
し
て
適
用
す
る
こ
と
、
③
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
に
ア
ッ
プ
ロ
ー
ド
さ
れ
た
レ
コ

ー
ド
に
つ
い
て
は
、
報
酬
請
求
権
の
対
象
と
し
な
い
こ
と
に
つ
い
て
宣
言
を
行
う
予
定
で
あ
る

）
。

八
、
実
演
家
に
与
え
ら
れ
る
保
護
期
間
は
、
実
演
が
レ
コ
ー
ド
に
固
定
さ
れ
た
年
の
終
わ
り
か
ら
少
な
く
と
も
五
十
年
と
し
、
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レ
コ
ー
ド
製
作
者
に
与
え
ら
れ
る
保
護
期
間
は
、
レ
コ
ー
ド
が
発
行
さ
れ
た
年
の
終
わ
り
か
ら
（
レ
コ
ー
ド
へ
の
固
定
後

五
十
年
以
内
に
発
行
さ
れ
な
か
っ
た
場
合
に
は
固
定
が
行
わ
れ
た
年
の
終
わ
り
か
ら
）
少
な
く
と
も
五
十
年
と
す
る
。

九
、
締
約
国
は
、
こ
の
条
約
に
基
づ
く
実
演
家
又
は
レ
コ
ー
ド
製
作
者
の
権
利
の
侵
害
を
抑
制
す
る
た
め
に
実
演
家
又
は
レ
コ

ー
ド
製
作
者
が
用
い
る
技
術
的
手
段
（
コ
ピ
ー
・
プ
ロ
テ
ク
シ
ョ
ン
等
）
が
回
避
さ
れ
る
こ
と
を
防
止
す
る
た
め
、
適
当

な
法
的
保
護
及
び
効
果
的
な
法
的
救
済
に
つ
い
て
定
め
る
。

十
、
締
約
国
は
、
こ
の
条
約
が
対
象
と
す
る
権
利
の
侵
害
に
つ
な
が
る
こ
と
を
知
り
な
が
ら
、
権
限
な
く
、
故
意
に
電
磁
的
な

権
利
管
理
情
報
（
実
演
、
実
演
家
、
レ
コ
ー
ド
、
レ
コ
ー
ド
製
作
者
又
は
実
演
若
し
く
は
レ
コ
ー
ド
の
利
用
条
件
等
を
特

定
す
る
情
報
で
あ
っ
て
、
固
定
さ
れ
た
実
演
又
は
レ
コ
ー
ド
の
複
製
物
に
付
さ
れ
る
も
の
等
）
を
除
去
し
又
は
改
変
す
る

行
為
等
に
対
し
、
適
当
か
つ
効
果
的
な
法
的
救
済
に
つ
い
て
定
め
る
。

十
一
、
締
約
国
は
、
そ
の
総
会
を
設
置
し
、
総
会
は
、
二
年
に
一
回
、
通
常
会
期
と
し
て
会
合
す
る
。
こ
の
条
約
の
管
理
業
務

は
、
世
界
知
的
所
有
権
機
関
国
際
事
務
局
が
行
う
。

十
二
、
こ
の
条
約
は
、
こ
の
条
約
の
発
効
後
に
批
准
書
又
は
加
入
書
を
世
界
知
的
所
有
権
機
関
事
務
局
長
に
寄
託
し
た
国
に
つ

い
て
は
、
寄
託
の
日
か
ら
三
箇
月
の
期
間
が
満
了
し
た
日
に
効
力
を
生
ず
る
。


